
 

 



（1）牛野　正： 農村計画体系としての緊張モデルの有用性ー農村地域における住民主体にによる地区総合計画づくりに関する研究（Ⅱ）ー , 農業土木学会論文集 176（1995）を一部修正







(4) 佐藤憲雄：多自然居住地域の創造と地域づくりの推進，地域開発Vol429(2000)
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指針が該当する。計画期間は超長期計画にほぼ対応し，総合計画の一部を構成する。構想 
計画，ビジョン，基本方針等もこれに含める。②基本計画とは，マスタ‐の役割を果たす 
計画であり，行政の調整指針となる。計画期間は中長期計画がほぼ対応し，総合計画の一 
部を構成する。マスタープラン，整備計画等 
も含める。③実施計画とは，基本計画に対応    表 6-2-1 行政計画の分類 
する個別具体の計画で，私権を制限したり， 
事業のための公共投資を直接指示する。計画 
期間はほぼ短期計画に対応する。推進計画， 
推進プラン，推進プログラム，行動計画，ア 
クションプラン，事業計画，プログラムも実 
施計画に含める。 

5)法定計画かどうかによる分類 
 行政計画を法定計画かどうかにより分類すると，法定計画，法定外計画に分類される。 
①法定計画とは，法律あるいは条例に規定のある計画である。②法定外計画とは，上記① 
以外の計画である。 
 
（３）行政計画の相互関係 

1)緊張モデルによる分析                表 6-2-2 行政計画の分類 
 上記の行政計画は一体となって，計画体系として，総合 
性・整合性・実効性を具備した機能を果たすことが望まれ 
る。この場合に必要な計画体系としてのあるべき姿を例示 
すると図 6-1-1のようになろう。図 6-1-1は，前述の計画 
段階による分類と空間軸による分類に着目して，各行政計 
画を，市町村総合計画，市町村実施計画，地区総合計画， 
地区実施計画に４分類し（表 6-2-2），この４類型からなる行政計画体系モデルを考えてい 
る。これらの四つの計画群の中で，市町村総合計画は，全市域・区域を対象とした基本構 
想・基本計画レベルの計画を指し，公的な立場から地域資源の合理的利用や各種施設の配 
置計画を策定する役割が期待される。市町村実施計画は，それらの実施計画・管理計画ベ 
ルの計画である。地区総合計画は，地区域を対象とした基本構想・基本計画レベルの計画 
で，住民の生活視点からきめ細かい地域資源の合理的利用や各種施設の配置計画を策定す 
る。地区実施計画は，それらの実施計画・管理計画レベルの計画である。 

2)市町村総合計画の分析 
 ①市町村総合計画には，「京都市基本構想」「京都市基本計画」「部門別基本計画」「区基 
本計画」等が含まれる。このうち「部門別基本計画」は 57例と最も多く，ほとんど全て 
の部局で作成されており (表 6-2-3)，整理統合が最も必要な計画と思われる。 

 

注）指針・ガイドプランは除く 
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注）指針・ガイドプランは除く 

計画数
市町村総合計画
地区総合計画
市町村実施計画
地区実施計画
計

70
9
79
102
260



②「京都市基本計画」は，総合性・戦略性を重視  表 6-2-3 市町村総合計画の分類 
した計画（26政策・106施策）で，「部門別基本計 
画」の上位計画として作成されており，各部局との 
調整は審議会の質疑に答えるという形で行われてい 
る。 
③「京都市基本計画」の改定作業には時間と労力 

がかかる。しかるに世の中の動きは速く，修正を要 
することが生じやすい。従って全面改訂とは別に， 
部分改訂の必要性も考慮にいれた体制の整備が必要 
と思われる。 
④「部門別基本計画」の策定は，その策定根拠が 

それぞれの行政計画に存在することから独自に策定 
作業が進められている。もっとも，関係部局に対し 
ては，照会がされており，「京都市基本計画」とも整合性が図られている。しかしながら骨

格が固められた後に照会されがちで，表面上の修正に終わり，「京都市基本計画に位置づけ

られた計画である」といった程度の整合性が図られているに過ぎず，このことが大きな課

題となっている。 
⑤「京都市都市計画マスタープラン」の場合は，整合性を得るために「京都市基本計画」

の作成と併行して作成し，初期の段階から相互に調整が図られている。他方，「新京都市環

境管理計画」に対しては，「京都市基本計画」は環境を基調とした計画を策定している。 
 ⑥「区基本計画」の作成は，権限を委譲された区長が委員を選び，推進組織（懇談会） 
を中心に作成している。懇談会の座長は「京都市基本計画」の策定委員を兼ねて整合性を 
図っている。 

2)地区総合計画の分析 
 ①地区総合計画の策定例は９例であるが，その大半が，事業実施が前提となっていて， 
事業の総合性を担保するために作成されているようである（表 6-2-4）。 
 
    表 6-2-4 地区総合計画の具体例 
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御池通沿道景観形成計画
京都市崇仁まちづくり計画
北部周辺地域整備事業に関する計画
天神川駅（仮称）周辺整備基本構想

建設局
⑥
⑦
⑧
⑨

○

○ ○

○

○

○



 ②「京都市崇仁まちづくり計画」等に見られるような，住  表 6-2-5 市町村実施計 
民と行政とプランナー等がパートナーシップを組んで実効性    画の部門別策定数 
のある総合計画を策定し，地区総合計画→実施計画→事業実 
施に結びつけていけるような地区総合計画（図 6-1-1の①③） 
は１例と少ない。このような地区総合計画の充実が必要と考 
える。 
3)市町村実施計画の分析 

 ①「京都市基本計画」の実施計画として，「安らぎ華やぎ京 
都 21推進プラン」が作成され，各「部門別基本計画」にも 
関連の実施計画が作成されている（79例のうち都市計画局が 
28例と多い）。「同推進プラン」には「部門別基本計画」の実 
施計画の主要なものが相互に調整されて載せられている。 
②「安らぎ華やぎ京都 21推進プラン（前半５年の実施計画 

で 203項目）」には各部局から提案された計画が載っており， 
ロ‐リングシステムを採用している。当計画には財源のメドのついているものや，実施可

能なものが書かれていて，大枠の認定がされているが，予算のメドのないものや，可能性

の少ないものも，検討・調査等として書かれて載せられている。実施計画には必要性があ

り実施可能なものを載せるべきであると考えられている。 
4)地区実施計画の分析 

 ①都市計画局のみが実施計画    表 6-2-6 地区実施計画の部門別策定数 
（102例）を作成している。 
 ②「安らぎ華やぎ京都２１推 
進プラン」には関係部局によっ 
て個々の実施計画と調整の 
ついたものが載せられている。 
 
（４）まとめ 
 1)総合性・戦略性の観点から 
① 市町村総合計画として 70計画が作成されているが，多過ぎるようである。個々の計 

画の意義と問題点をよく検討して整理統合すべきと考える。その際に「京都市基本計画」

をベースに「部門別基本計画」や「区基本計画」を作成すべきであろう。 
 ②具体には，既に策定されている行政計画を個々に修正することは現実的でないことか 
ら，新たに策定される行政計画については，制定の主旨から部門を整理したうえで，調整 
のうえ策定することが求められる。そのためには，行政計画の策定をマネジメントする機 
関（予算担当部局，調整部局等で構成）を設け，事前に諮ったうえでないと策定作業が開 
始できないシステム等を設けることにより，十分な調整を行うことが望まれる。 

計画数
①総合企画局
②総務局
③環境局
④文化市民局
⑤産業環境局
⑥保健福祉局
⑦都市計画局
⑧建設局
⑨消防局
⑩交通局
⑪水道局
⑫下水道局
⑬教育委員会
⑭区

4
5

0
6
28
14
1
3
2
4
0
0
79

7
5

計

事業名 事業数
都市開発局 土地区画整理事業

新住宅市街地再開発事業
市街地再開発事業
まちづくり推進プログラム
地区計画
地区計画改良事業
計

62
1
2
1
32
4

102
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（6）神戸市産業振興局 : 人と自然と共生ゾーン整備基本方針（1998年）



ると考えられており，こ   表 6-3-1 ゾーニングの実施状況 

のような視点から農業･ 

農村地域を「人と自然と 

の共生ゾ‐ン」として位 

置づけている。さらにそ 

の機能を高めるために， 

①秩序ある土地利用計画と規制のあり方，②人と自然との共生を目指した新しい地域政策

の展開方向，③環境保全機能を高める農業のあり方，④美しい景観を保全･創出するための

有効な施策，⑤都市と農村の交流促進のあり方，⑥広域的取組みを図る隣接市町との連携

の６課題について，その整備方策の具体的な検討を行い，「人と自然との共生ゾ‐ン整備計

画」として取りまとめて答申を行い，1996 年度に「人と自然との共生ゾ‐ンの指定等に関

する条例（以下「共生ゾ‐ン条例」という）」を公布，施行した。 

 人と自然との共生ゾ‐ンに関する施策は，市街化調整区域内の農業地域を「人と自然と

の共生ゾ‐ン」として位置づけ(図 6-3-2)，農業外の土地利用による営農環境等の悪化を

防ぎ，共生ゾ‐ンが持っている多面的な機能(新鮮で安全な農産物の供給･自然と緑の保全

管理･憩いと安らぎの場の提供等)を十分に発揮できるように，保全･整備･活用を図ってい

けるように実施しようとしている。 

 

（２）人と自然との共生ゾ‐ン整備基本方針(6) 

 条例に基づく人と自然との共生ゾーンの実現を目指し，農業･農村地域の整備の方向を示

すために「人と自然との共生ゾ‐ン整備基本方針」が，1998 年 1 月に策定され，①基本理

念，共生ゾ‐ン指定の目的，共生ゾ‐ンの整備･保全及び活用の目標等が定められている(こ

れらを「基本計画」と呼んでいる)。共生ゾ‐ン基本計画は，新･神戸市基本構想(1993 年)

及び第４次神戸市基本計画･区別計画(1995 年)に基づく，各局別中長期計画(農漁業ルネッ

サンス計画)を具体化するための計画の一翼として位置づけられている。 

②さらに「農村用途区域の指定基準」及び「農村用途区域の土地利用規準」(用途区域内で

可能な土地利用)が策定されている。 

③2000 年 4 月には，土地利用基準が改正され，農村景観保全形成基本計画が策定されてい

る。 

 

（３）人と自然との共生ゾ‐ンと農村用途区域の指定(6) 

 1)人と自然との共生ゾ‐ンの指定（1998 年 3 月） 

農業・農村地域を「人と自然との共生ゾ‐ン」として位置づけ，秩序ある土地利用の計

画的推進，農村景観の保全及び形成，里づくり等を行うことにより，農業の振興，農村の

活性化・魅力化及び市民相互のふれあいを進め，もって自然と調和し，快適で魅力にあふ

れた都市の実現をはかろうとしている。 

都市計画区域 （55,061ha）

市街化区域
〔都市〕

市街化調整区域（35,150ha）

暫定市街
化調整区
域（用途
地域あり）

市街化調整区域（用途地域なし）（34,599ha）

みどりの聖域
（緑地条例） 農業振興地域 その他の区域

〔緑地〕 〔農村〕（19,662ha）
19.911ha 551ha 14,937ha 10,236ha 9,426ha

共生ゾーン：約17,776ha
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うに誘導することにより，共生ゾ‐ン全体の秩序ある土地利用の計画的推進を図り，貴重

な地域資源である農地や里山の保全･整備･活用を行い，地域の活性化を図ろうとしている。 

 ４種の農村用途区域のゾーニングについては，当初の指定は(1999 年 2 月)，「環境保全

区域」と「農業保全区域」の 2 ゾーンについて行い，「特定用途区域」「集落居住区域」の

指定は，地元で里づくり計画が煮詰まった段階で，市長の承認を得て，農村用途区域の指

定変更をするといった形で対応している(7)（2000 年 6 月，2001 年 3 月，2002 年 3 月，同 7

月）（表 6-3-2）。 

 さらに農村用 

途区域の指定及 

び変更の手続き 

に際しては，あ 

らかじめ公告･ 

縦覧し，公聴会 

の開催を行うと 

しているが，よ 

り柔軟に対応し 

ようとして，公 

告･縦覧の案以 

前に住民意見を 

どう反映させる 

かも模索してい 

る。 

 また共生ゾ‐ 

ン内で土地利用 

行為を行うもの 

に対しては届出    図 6-3-3 農村用途区域の指定・変更(6) 

を義務づけ， 

表 6-3-3 の土地利用基準に適合しない行為については，指導･勧告等の行政指導を行い，従

わない場合には，公表などにより対応している。 

 

   表 6-3-2 農村用途地域の面積 

 

 

区域区分

面積（ha)
面積（ha)

農業保全 環境保全 集落居住 特定A 特定B 合計 調査年
9,180
8,995

8,505 123 155
143 51

17,963
17,776

H12.6
H14.102198,368
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温室、育苗施設

農舎、農産物集出荷施設

農作物貯蔵施設、農業用資材置場、農機具等納入庫

畜舎

堆肥舎

農家住宅、☆分家住宅、☆集合所

☆日常生活関連施設（小売りサービス店舗等）

☆日常生活関連施設（農機具等修理工場）

☆農作物加工施設（500m2未満）

☆農作物加工施設（500m2以上）

居住者の自己事業用駐車場・資材置場（1,000m2未満）

社会福祉施設・医療施設・学校

☆ドライブイン・ガソリンスタンド

駐車場・資材置場・洗車場

廃車置場

土採取場・廃棄物処理場

☆運動・レジャー施設（3,000ｍ2未満）

☆運動・レジャー施設（3,000ｍ2以上） 

公共事業に伴う仮説施設　一時的な資材置場・駐車場

施設名称

農村用途区域
集落居住 環境保全農業保全

特定用途

Ｂ区域A区域

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△*1

△*1,2,4

△*1,2,4

△*1,2,4

△*1,2,4

△*1,2,4 △*2,4

△*2,4

△*2,4

△*2,4

△*2,4

△*2,4

△*2,4

△*2,4 △*2,4

△*2,4

△*2,4△*2,4

△*2,4

△*1,2 △*2

△*2,4 △*2,4

△*2

△*1,3,4

△*1,3,4

△*1,2,4

△*1,2,4

△*1,3,4

△*3,4

△*3,4

△*3,4

△*3,4

△*3,4

△*4

△*4

△*4

△*4

△*4

△*4 △*4

△*4

△*4

△*4

△*4

△*1

△*1

注：各農村用途区域における土地利用の用途は、次のような制限になる。

　　○ー立地可能、　△*ー条件つきで立地可能、　×ー立地不可/☆ー開発許可（都計法）が必要な施設

　　（条件）

　　　*1　当該土地が農地である場合、当該用途区域内外に農業以外の代替えの土地がないこと。

　　　*2　里づくり協議会の承認が得られること。

　　　*3　里づくり計画の中に当該土地利用が位置づけられること。

　　　*4　良好な農村環境及び農村景観の保全等の見地から行う市長との協議が行えること。

　　　　①　土地利用が周辺の区域における良好な営農・生活・自然環境の整備 ・保全・活用及び農村景観の

　　　　　　保全・形成に配慮していること。

　　　　②　建築物（工作物を含む）の設置を伴う場合には、建築物の位置・規模・形態が周辺の区域における

　　　　　　良好な農村景観の保全・形成に配慮していること。

　　　　③　土地利用を行う区域内緑地を設けること。

　　　　　ア　緑地は市開発指導要綱の基準を準用し設ける。ただし緑地の面積はウの割合による。

　　　　　イ　植栽により緑地を設ける場合は、特に道路等の公衆の用に供される場所からの景観等に配慮する。

　　　　　ウ　緑地の面積は、敷地面積に対し下記に示す割合以上であること。

　　　　　　　　　　◆1ha未満　→　10/100　　　◆1ha以上　→　20/100

　　　　④　一時的な土地利用にあっては、利用後の復旧計画が明確であること。

表6-3-3　土地利用基準・施設立地基準（抜粋）　　
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区

北
西
合計

65
99
164

61
90
151

55
71
126

94％
91％
92％

42％
37％
39％

27
37
64

全集落数 協議会設立状況 計画策定状況
集落数 地区数 割合 割合集落数
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